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　金融商品間の損益通算については、2016
年1月より上場株式等に加え、特定公社債な
どにまで拡大されているが、デリバティブ取
引及び預貯金等は損益通算が認められていな
い。金融庁では従来から金融所得課税の一体
化を税制改正要望として挙げており、令和3
年度与党税制改正大綱においては、「デリバ
ティブを含む金融所得課税の更なる一体化に
ついては、総合取引所における個人投資家の
取引状況等も踏まえつつ、投資家が多様な金
融商品に投資しやすい環境を整備する観点か
ら、時価評価課税の有効性や課題を始めとし
て多様なスキームによる意図的な租税回避行
為を防止するための実効性ある具体的方策を
含め、関係者の理解を得つつ、早期に検討す
る。」旨が明記されていた。
　これを踏まえ金融庁では、「金融所得課税
の一体化に関する研究会」を設置。同研究会
での議論をまとめた論点整理を7月7日に公
表し、今回の令和4年度税制改正要望に大き
く反映している。

　今回の税制改正要望も損益通算の範囲をデ
リバティブ取引及び預貯金等にまで拡大する
ことを挙げているが、デリバティブ取引のう
ち、まずは「有価証券市場デリバティブ」を
ターゲットとしているのがポイントだ。現
在、個人投資家において株式取引が広範に行
われており、このヘッジ手段として有効なデ
リバティブ取引については、政策目的に照ら
し優先度が高く、市場デリバティブ取引につ
いては、取引所での市場流動性を通じた価格・
取引の透明性等が担保されていることから、
金融機関や税務当局の実務において問題が発
生する可能性が低いというのがその理由だ。
　一方で有価証券市場デリバティブを損益通
算の対象範囲に追加した場合に懸念されるの
は租税回避行為だ。例えば、ストラドル取引
と呼ばれる租税回避行為は、デリバティブ取
引の「売り」と「買い」を両建てで取引し、
株式譲渡益が多額に発生した年の年末に両建
てのうち損失があった方だけを売却すること
で実現損を発生させ、株式譲渡益と通算する
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ことで課税の繰り延べを行うというものであ
る。このため、有価証券市場デリバティブ取
引に対しては、時価評価課税を一律に適用す
ることで租税回避行為を防止するとしている
（図参照）。検討段階では、デリバティブ取引
の時価評価を事前に届け出た者のみ損益通算
を認める案もあったようだが、納税者側に選
択の余地を与えることになり、租税回避防止
策としては好ましくないということで一律に
時価課税を適用するスキームにしている。
　なお、損益通算を行う場合には、利便性向
上の観点から特定口座の活用を想定している
が、確定申告によることも可能としている。
上場株式の相続税評価の見直しを要望するも
　今年も金融庁は上場株式等の相続税評価方
法等に係る見直しを要望している。現行、相
続財産となった上場株式等については、相続
時の時価と、相続時以前3か月間の各月にお
ける終値平均額のうち、最も低い価額で評価
されることになるが、上場株式等は相続時か
ら納付期限までの10か月間の価格変動リス
クが大きいため、相続後の株価の下落に備え
て売却するといったケースが見受けられると
指摘。国民の資産選択に歪みを与えていると
しているが、具体的な評価方法の見直しは提

案されておらず、実現までの道のりは遠いよ
うだ。また、上場株式等による物納について
は、不動産等と同じく第1順位とされている
が、「延納によっても金銭で納付することが
困難な金額の範囲内であること」といった要
件が付されているため、上場株式等の物納は
一部の利用に限られているとし、要件の緩和
を求めている。
特定口座の上場株式等は信託可能か明確化へ
　そのほか、NISA口座の開設申込者が他の
金融機関でNISA口座を開設しているか不明
であると申し出た場合には、金融機関でNISA
口座の有無を即時に確認できないため、税務
署での審査完了（1～ 2週間程度）を待って取
引開始となっている。このため、NISA口座
の開設者が自分の口座の有無をマイナンバー
カードにより即時に確認できる仕組みを構築
すべきとしている。また、現在、認知症等の
発症に備え、事前に特定口座を開設するとと
もに、金融機関と信託契約を締結することで
顧客の資産管理を行うサービスが検討されて
いるようだが、特定口座で管理されている上
場株式等については、金融機関に信託できる
か否か税法上明確ではないため、金融機関に
信託できる旨を明確化すべきとした。
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（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図】事案の概要

【図】事案の概要および裁判所の判断内容

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図】事案の概要

【図】租税回避防止策
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【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース
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❷
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買換資産の取得期限

日本の金融機関

日本人口座
（対象外）

A国の金融機関

A国人口座 B国人口座 ・・ X国人口座
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期限後納付を
理由に不納付
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❷
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日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座
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（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報

執行・守秘

論 点

論 点

論 点

❸手数料の実態は原告へ
の給与であると指摘。

❹③の指摘を
受け源泉所
得税を納付。

❻①の支払手数料
を給与認定した
⑤の課税処分の
取消しを求め審
査請求。

❼ 課税処分を
全部取消し

❺③の給与認定を踏まえ所
得税・加算税の課税処分。

❶業務委託契約に基づく
手数料を支払う。

❷雇用契約に基づ
く給与を支給。

❷
譲り受けた価額は時価（4億9,380
万円）と比べ著しく低額。滞納国税に
つき第二次納税義務の納付告知。

・被相続人は「e市土地」
と「f市土地」を所有
（一部共有）

国税局からの指摘内容には相応の合理性があったため、これに対して被告法人が源泉所得税等の
納付に応じる判断をしたことは原告に対する不法行為になるものではない。源泉所得税の納付に
ついて被告法人が異議を述べその結果を是正するべき信義側上の義務が発生する余地はない。

・「e市土地」は請求人が取得
・「f市土地」は申告期限時点
で未分割

遺言
e市土地の相続分の全部
を請求人に相続させる。
（編集部注）本件遺言にf市土
地に関する言及はない。

裁判所

被告法人 内国法人

国税不服
審判所

（原告）

海外法人 海外不動産

原告法人滞納法人

→原告の被告法人に対する賠償請求を棄却（原告敗訴）

　本件物件25戸を一括譲渡する場合には、国税当局が主張する各戸の時価を単純に合計した価
格（4億9,380万円）ではなく、売れ残りリスクなどを勘案した市場性減価（15％）を控除した額で
ある4億1,937万円が本件物件の時価である。
　本件物件の譲渡価格2億8,120万円を時価4億1,937万円と比較すると、約3分の2（67％）
となるため、基本通達にいう「おおむね2分の1」の要件を満たさない。裁判所

→第二次納税義務の納付告知処分を全部取消し（納税者勝訴）

国税局
税務署

国税局

税務署海外銀行

食品卸売業者

スーパー
コンビニ等

弁当の販売

製造委託（弁当）

弁当の納品
8％ or 10%

食材の
自社調達
（ケース1）

無償支給（ケース2）

有償支給（ケース3）

食品製造業者

（製造元）（製造者）

国税当局

❶
分譲マンション25戸を
2億8,120万円で一括
譲渡。

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❶

❹情報提供

（出典：中小企業庁の資料に基づき作成）

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例
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＋ ＝

税務署
国税局

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸

顧問契約

❹
損害賠償請求

懲戒請求

❶

代理❷

❹情報提供

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

※　中国非居住者企業である原告法人は、中国国内源泉所得である中国法人出資持分譲渡により生じた所得について中国企業所得税の
納付義務があった。また、中国法人（出資持分譲渡対象会社）は、税務当局に対し課税に関する協力義務を負っていた。

中国税務当局

子会社

原告法人

台湾法人

滞納法人

相続人子供4名

新設分割により
事業の一部を移転

❼

中国企業所得税を申告納付
（平成24年1月13日、18日）

中国企業所得税を請求※

（平成22年12月9日）

❹

❺

❻

妻・子供4名分の申告書を作成

平成23年2月期で中国企業所得
税について外国税額控除を適用

※実施期間終了日までに
申請することが必要

【図】OEMによる取引の概要

配偶者

（ステップ1）

先代事業者

特
定
事
業
用
資
産

関連法人3社
（不動産管理会社等）

日本ガイシ

（出典：金融庁）

②　比較対象取引を用いて基本的利益※を各関連者に配分（争点（1）①→国の主張認容）

日本ガイシの基本的利益は生じていない

契約時点 年末時点

利益

損失

※重要な無形資産を有しない非関連者間の取引において通常得られる利益

［デリバティブ取引を利用した租税回避行為の例（ストラドル取引）］

実現損（課税対象）

含み益（課税対象外）

先代事業者から後継者に
特定事業用資産を贈与等

長男
（後継者）

次男

配偶者

（ステップ2）

先代事業者

特定事業用資産

先代事業者からの贈与等以後、
生計一親族等から１年以内に贈与等

8％

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

当初の取得期限
平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
7月23日 修正申告書を提出

：実施期間終了前に計画変更申請（取得設備の追加）をし、認定が実施期間終了後になる場合は当該計画変更時
　　　　 に実施期間も延長することが必要。

ケース2：実施期間終了前に取得した設備については、実施期間終了後に変更申請ができないため、新規申請（設備取得
　から60日以内）があらためて必要（ケース2）。

再
度
の
新
規
申
請

UMTC社

UMKK

UMLLC
（原告）

V2Music
Group Limited

UMPGK
V2J

MGBKK

CMHL社

MGBBV

UMIF

オランダ
フランス

日本

イギリス

❶ ❷ ❸❹
❺

❻

❼ ❾

❽

通達評価額と
鑑定評価額とのかい離

納税者の
相続税軽減目的

総則6項適用の
特別の事情

③　残余財産を分割（争点（1）②→国の主張認められず）

④　最終的な利益

外部事務

残余利益（分割対象利益－基本的利益）

独立企業間価格

残余利益 残余利益
内部事務

基本的利益

日本ガイシ及びポーランド子会社が保有する重要な無形資産の開発のために支出した費用を分割要因
としてそれぞれの支出額で按分

ポーランド子会社の総売上高
×比較対象法人の売上高営業
　利益率の平均値

有価証券市場デリバティブ取
引について、時価評価課税を
一律に適用することで、租税
回避を防止（米国では一定の
デリバティブ取引への時価評
価課税を1981年に導入）

ポーランド子会社

当初営業利益 増加利益 営業利益

【図表】残余利益分割法による国の独立企業間価格の算定

①　関連者間取引に係る各関連者の営業利益を合計
日本ガイシ

②　比較対象取引を用いて基本的利益※を各関連者に配分（争点（1）①→国の主張認容）

日本ガイシの基本的利益は生じていない

※重要な無形資産を有しない非関連者間の取引において通常得られる利益

分割対象利益

③　残余財産を分割（争点（1）②→納税者の主張一部認容）

④　最終的な利益

営業利益

残余利益（分割対象利益－基本的利益）

独立企業間価格

残余利益 残余利益

営業利益

基本的利益

日本ガイシ及びポーランド子会社が保有する重要な無形資産の開発のために支出した費用を分割要因
としてそれぞれの支出額で按分

ポーランド子会社の総売上高
×比較対象法人の売上高営業
　利益率の平均値

ポーランド子会社

センター化
前

税務署

外部事務内部事務

税務署

外部事務 内部
事務

外部
事務

センター化
後

税務署

外部事務内部
事務

外部
事務

税務署

内部事務 内部事務

センター

買方の
損益線

売方の
損益線 売却

売却せず

経済的には損益の生じない取引
にもかかわらず、税務上のみ損失
を計上（租税を回避）

金融所得課税の一体化の狙いは
有価証券市場デリバティブ
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